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ＧⅩ フューチャー・コンソーシアム規約 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本コンソーシアムは、ＴＣＦＤコンソーシアムを改組、ＧⅩリーグの一部を統合し、

「ＧⅩ フューチャー・コンソーシアム（英文名：GX Future Consortium）（以下「コ

ンソーシアム」という。）」と称する。 

 

 （目的） 

第２条 コンソーシアムは、グリーン・トランスフォーメーション（以下「ＧⅩ」という。）

に志を持って挑戦する多様なプレイヤーが緊密に連携し、先導的な役割を果たしな

がら円滑な資金供給と新たな需要創出に向けたルール形成を推進するとともに、そ

の挑戦的な取組と成果を国内外へ戦略的に発信していくことで、社会全体のＧⅩの

実装を力強く牽引し、脱炭素と経済成長の好循環を実現することを目的とする。 

 

（活動内容） 

第３条 コンソーシアムは、第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行うこ

ととする。 

一 ＧⅩその他サステナビリティの推進（以下「ＧⅩ等」という。）に関する調査・

研究・情報発信・普及・啓発・人材育成等に係る活動 

二 ＧⅩ等に関する需要創出やルール形成に係る活動 

 三 その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な活動 

 

第２章 会員 

（会員） 

第４条 コンソーシアムは、事業に取り組む法人であって、コンソーシアムの目的に賛同し、

本規約を遵守する法人を会員とする。 

 

（入会） 

第５条 コンソーシアムの会員になろうとする者は、入会する旨を事務局に対して申し込

まなければならない。 

 

（会費） 

第６条 コンソーシアムが、会員から会費を徴収する必要が生じた場合には、運営会議が、

当該会費について検討を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、コンソーシアムは、会員が任意で参加する企画等を有料で

実施することができる。 

 

（退会等） 
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第７条 会員は、事務局に申し出ることにより、コンソーシアムを退会することができる。 

２ 運営会議は、会員が本規約を遵守しないとき又はコンソーシアムの名誉を毀損する

行為をしたときは、当該会員を除名することができる。 

３ 会員は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しな

いことを誓約する。 

一 法人等（法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（法人である場合は役員又は支店若

しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合

は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）

が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であ

るとき。 

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与してい

るとき。 

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難さ

れるべき関係を有しているとき。 

４ 運営会議は、会員が前項に違反している懸念が生じ、会員として適当でないと判断さ

れる場合には、当該会員を除名することができる。 

 

第３章 組織 

（会長） 

第８条 コンソーシアムに、会長１名を置く。 

２ 会長は、コンソーシアムを代表し、会務を総括する。 

３ 会長は、運営会議によって選任される。 

 ４ 会長の任期は、原則として、１年とする。なお、会長は、再任されることができる。 

 

（運営会議） 

第９条 コンソーシアムに、運営会議を置く。 

２ 運営会議は、別紙の構成員及びオブザーバーをもって構成する。 

３ 会長は、運営会議を招集し、議長として議事の進行を行う。ただし、会長が不在の場

合又は会長の選任等に関する議事を審議する場合には、事務局が議事の進行を行う

ものとする。 

４ 運営会議は、会長の選任及び解任、本規約の改定、会員の除名並びにその他運営に関

する重要な事項を審議決定する。 

５ 運営会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。その際、構成員の代理出席又

は委任状による出席を妨げない。 
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６ 運営会議は、書面又は電子メールによる開催をすることができる。 

７ 運営会議の議決は、出席者の過半数をもって決定するものとし、可否同数のときは、

議長の決するところとする。 

８ 運営会議の構成員及びオブザーバーは、必要に応じてコンソーシアムの活動に参加

し、コンソーシアムの目的達成のため助言と支援を行うものとする。 

 

（事務局） 

第１０条 コンソーシアムに事務局（脱炭素成長型経済構造移行推進機構）を置く。 

２ 事務局は、運営会議の決定に基づき、コンソーシアムの運営に必要な業務を行う。 

３ 事務局は、会員及びリーグの会員の連絡担当者の個人情報を、個人情報の保護に関す

る法律並びにこれに関連する法令及びガイドラインに則って管理する。 

 

（ＧⅩフューチャー・アカデミー） 

第１１条 事務局は、ＧⅩ フューチャー・アカデミーと称し、会員向けに次の各号に掲げ

る事項に資する活動を行う。 

一 会員のリテラシー向上を目的としたＧⅩ関連の重要政策の調査・研究 

二 会員間の交流のための場の設置やセミナー等のイベントの開催 

三 教育機関等と連携した人材の育成 

 

（ＧⅩフューチャー・リーグ） 

第１２条 コンソーシアムに、ＧⅩフューチャー・リーグ（以下「リーグ」という。）を設

置し、次の各号に掲げる活動を行う。 

   一 ＧⅩ等に関する需要創出やサプライチェーンでの排出削減及び効果的な開示を

通じた円滑な資金供給の実現に向けた事業会社・金融機関等の連携の推進 

   二 ＧⅩ等に関する需要創出やサプライチェーンでの排出削減及び効果的な開示を

通じた円滑な資金供給の実現に向けたルール形成、国内外への発信・普及 

 

 （ＧⅩ フューチャー・リーグの会員） 

第１３条 コンソーシアムの会員であって、リーグに参画しリーグの会員になろうとする

者は、参画する旨を事務局に対して申し込まなければならない。 

２ 事務局は、前項の申込みを行ったコンソーシアムの会員が、別に定めるリーグ会員規

程に基づくリーグ参画要件を満たすことを確認できた場合には、当該コンソーシア

ムの会員をリーグの会員とする。 

３ 運営会議は、リーグの会員が、リーグ会員規程を満たさないことを確認できた場合に

は、当該リーグの会員をリーグから除名することができる。 

 

（ワーキング・グループの設置） 

第１４条 運営会議は、第１２条の活動を行うため、リーグにワーキング・グループ（以下

「ＷＧ」という。）を設置することができる。 
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２ 運営会議は、前項で設置された各ＷＧに加えて、リーグの会員からＷＧに係る提案を

募集し、提案された内容を審査のうえ、ＷＧを設置することが適当と認められる場合

には、提案内容ごとにリーグにＷＧを設置する。 

３ リーグの会員は、第１項又は第２項で設置された各ＷＧに参画することができる。 

４ 事務局は、第１項又は第２項で設置された各ＷＧの内容に応じて、各ＷＧのリーダー

を指名する。 

５ 前項で指名されたリーダーは、リーグの会員に加え、リーグの会員以外の者を自らが

リーダーを務めるＷＧのオブザーバーとして参加させることができる。 

６ 第 2項で設置された各ＷＧのリーダーは、事務局と協議のうえ、自らがリーダーを務

めるＷＧに係る運営規程を作成するものとする。 

７ 各ＷＧの活動期間は、各年度の年度末までとする。ただし、第１項で設置された各Ｗ

Ｇについてはこの限りではない。 

８ 各ＷＧのリーダー並びに当該ＷＧに参加するリーグの会員及びオブザーバー（以下

「ＷＧ構成員」という。）は、事務局又はリーダーの了解なしに、所属するＷＧの資

料、議事録その他ＷＧ構成員の当該ＷＧにおける発言内容について、ＷＧ構成員以外

の者に開示してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（附則） 

第１条 この改正は、令和８年４月１日から施行する。 

 

第２条 本規約の規定にかかわらず、ＧⅩリーグの自主的排出量取引制度令和７年度の実

績報告に関する活動は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までＧⅩリーグ

の活動として継続し、ＧⅩリーグの活動は令和９年３月３１日をもって終了する。 

 

第３条 第４条の規定は、令和９年２月末時点のＴＣＦＤコンソーシアム会員及びＧⅩリ

ーグ会員には適用しない。 

 

第４条 第６条第１項の規定に関わらず、改正後の規約の施行の日においては、会費は徴収

しない。 
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（別紙） 

 

運営会議構成員 

 

運営会議メンバー 

議長 ＧⅩ フューチャー・コンソーシアム会長 

経済産業省 ＧⅩグループ環境金融室長 

経済産業省 ＧⅩグループ環境経済室長 

環境省 環境経済課環境金融推進室金融市場企画官 

日本経済団体連合会 環境エネルギー本部長 

全国銀行業協会 会長行 

日本証券業協会 社会連携本部長 

 

 

 

オブザーバー 

金融庁 

国土交通省 


